
文化芸術部門大会出場応援プロジェクト事業実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、文化芸術に関する全国大会及び世界大会（以下「全国大会等」とい

う。）に出場する団体及び個人に対する支援を行うことにより、全国大会等での活躍

に向けた機運醸成につなげることを目的として、文化芸術部門大会出場プロジェクト

事業（以下「事業」という。）を実施するために必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、文化芸術とは、新潟市文化創造都市ビジョンにおける文化芸

術の範囲において定めたものとする。 

 （実施主体） 

第３条 事業の実施主体は、新潟市とする。 

 （対象者） 

第４条 事業の対象者は、市内に文化芸術活動の本拠地を有する団体及び個人であって、

全国大会等に出場することが決定したもの及びその指導者とする。 

 （事業内容） 

第５条 全国大会等に出場することが決定した者が当該全国大会等に出場するにあたり、

新潟市の公共施設を練習会場として使用する場合に、当該全国大会に出場することが

決定した日から当該全国大会に出場する日までの間、月５日を上限とし、事業として

使用することができるものとする。 

２ 前項の規定により、新潟市の公共施設を使用する団体及び個人は、全国大会等の出場

後に、広く市民へ発表する機会を設けるものとする。 

 （利用の申請） 

第６条 事業を利用しようとする者は、使用する施設を予約した後、別記様式第１号によ

る申請書により市長に申請しなければならない。 

 （利用の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、事業の利

用の決定又は却下について、別記様式第２号による通知書により当該申請をした者に

通知するものとする。 

 （変更の届出） 

第８条 事業の利用の決定を受けた者（以下「利用者」という。）は、当該決定の内容に

変更（施設を利用する人数のみの変更の場合を除く。）があるときは、別記様式第３



号による届出書により、市長に届け出なければならない。 

 （利用の辞退） 

第９条 利用者は、事業を利用する必要がなくなったときは、別記様式第４号による届出

書により市長に届け出なければならない。 

 （中間報告書及び発表計画書） 

第１０条 利用者は、全国大会等の出場後、別記様式第５号による中間報告書及び発表計

画書を市長に提出しなければならない。 

 （実績報告書） 

第１１条 利用者は、第５条第２項の規定による市民への発表の終了後、別記様式第６号

による実績報告書を市長に提出しなければならない。 

 （利用の取消し） 

第１２条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消

すことができる。 

 （１） 虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。 

 （２） 利用する施設の管理者の指示に従わないとき。 

 （３） その他市長が事業の利用の必要がないと認めるとき。 

２ 市長は、前項の取消しをするときは、別記様式第７号による通知書により利用者に通

知するものとする。 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



別記様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

 （宛先）新潟市長 

              申請者 住所（団体にあっては所在地） 

                  氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）

                  電話番号 

文化芸術部門大会出場応援プロジェクト事業利用申請書 

大会名  

大会出場日     年  月  日（ ）～    年  月  日（ ） 

文化芸術種類  

１ 練習施設名

使用日時     年  月  日（ ）  時  分 ～  時  分 

使用人数  

附属設備  

２ 練習施設名

使用日時     年  月  日（ ）  時  分 ～  時  分 

使用人数  

附属設備  

３ 練習施設名

使用日時     年  月  日（ ）  時  分 ～  時  分 

使用人数  

附属設備  

４ 練習施設名

使用日時     年  月  日（ ）  時  分 ～  時  分 

使用人数  

附属設備  

５ 練習施設名

使用日時     年  月  日（ ）  時  分 ～  時  分 

使用人数  

附属設備  

添付書類 

□ 出場する大会の内容が確認できるもの 

□ （団体の場合）規約（会則）、会員名簿の写し ※部活動の場合

は不要 

同意欄 
□ 大会出場後は、概ね１年以内に市民に発表する機会を設定しま

す。 



別記様式第２号（第７条関係） 

                               新文第   号 

                               年  月  日 

           様 

                          新潟市長 

文化芸術部門大会出場応援プロジェクト事業利用（決定・却下）通知書 

    年  月  日付けで申請のあった文化芸術部門大会出場応援プロジェクト事

業については、次のとおり［ 決定 ・ 却下 ］しましたので通知します。 

１ 決定の場合 

決定事項 

・練習施設名、使

用日時等 

 注：申請内容に変更（施設を利用する人数のみの変更の場合を除く。）が生じた場合

は、速やかに届け出てください。 

 注：大会出場後、中間報告書及び発表計画書を提出してください。 

 注：申請内容、施設の仕様方法等が文化芸術部門大会出場応援プロジェクト事業実施

要綱に抵触した場合は、決定を取り消すことがあります。 

２ 却下の場合 

理由 



別記様式第３号（第８条関係） 

年  月  日 

 （宛先）新潟市長 

              申請者 住所（団体にあっては所在地） 

                  氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）

                  電話番号 

文化芸術部門大会出場応援プロジェクト事業利用変更届出書 

 変更前 変更後 

大会名   

大会出場日   

文化芸術種類   

１ 練習施設名

使用日時   

使用人数   

附属設備   

２ 練習施設名

使用日時   

使用人数   

附属設備   

３ 練習施設名

使用日時   

使用人数   

附属設備   

４ 練習施設名

使用日時   

使用人数   

附属設備   

５ 練習施設名

使用日時   

使用人数   

附属設備   



別記様式第４号（第９条関係） 

年  月  日

 （宛先）新潟市長 

              申請者 住所（団体にあっては所在地） 

                  氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）

                  電話番号 

文化芸術部門大会出場応援プロジェクト事業利用辞退届出書 

 文化芸術部門大会出場応援プロジェクト事業の利用について、辞退しますので届け出

ます。 

決定事項 
決定日： 

決定番号： 

辞退理由 

備考 



別記様式第５号（第１０条関係）

年  月  日

 （宛先）新潟市長 

              申請者 住所（団体にあっては所在地） 

                  氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）

                  電話番号 

文化芸術部門大会出場応援プロジェクト事業利用中間報告書及び発表計画書 

練習実績 

１ □申請書どおり  □変更あり（内容：           ）

２ □申請書どおり  □変更あり（内容：           ）

３ □申請書どおり  □変更あり（内容：           ）

４ □申請書どおり  □変更あり（内容：           ）

５ □申請書どおり  □変更あり（内容：           ）

大会実績 

大 会 名： 

大会日程：   年  月  日（ ）～   年  月  日（ ）

出場人数： 

成  績： 

市民発表計画

発表方法： 

発表内容： 

発表日時： 

発表会場： 

備考 



別記様式第６号（第１１条関係） 

年  月  日

 （宛先）新潟市長 

              申請者 住所（団体にあっては所在地） 

                  氏名（団体にあっては名称及び代表者の氏名）

                  電話番号 

文化芸術部門大会出場応援プロジェクト事業利用実績報告書 

市民発表 

発表方法： 

発表内容： 

発表日時： 

発表会場： 

入場者数（参加者数）： 

添付書類 □ 発表内容が確認できるもの（チラシ、ホームページ掲載内容等） 

備考 



別記様式第７号（第１２条関係） 

                               新文第   号 

                               年  月  日 

           様 

                          新潟市長 

文化芸術部門大会出場応援プロジェクト事業利用取消通知書 

    年  月  日付け新文第  号で決定しました文化芸術部門大会出場応援プ

ロジェクト事業の利用については、次のとおり取り消しましたので通知します。 

取消事項 

・練習施設名、使

用日時等 

取消理由 

備  考 


